
児童手当制度改正に係る大切なお知らせ 

 

児童手当の制度が令和６年１０月分（１２月支給）より一部変更になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年１０月２５日（金） 

 

※期限内に申請された場合は１０・１１月分の児童手当を令和６年１２月に支給します。 

 

 

 

 

 申請が必要な場合と不要な場合があります。 

必ず裏面の必要な手続きをご確認ください。

 １．変更内容

 ２．手当月額

 
児童の年齢

一人当たりの月額

 第１子・第２子 第３子以降

 ３歳未満 １５，０００円 ３０，０００円

 ３歳から高校生年代 １０，０００円 ３０，０００円

 大学生年代 なし（算定児童としてのカウントのみ）

 ３．申請期限

児童手当等を受給している世帯向け

①支給対象世帯の拡大 

　高校生年代（平成１８年４月２日以降生まれ）までの児童がいる世帯が支給対象とな

ります。 

②所得制限撤廃 

③多子加算の拡充 

第３子以降の児童１人当たりの支給額が一律３万円になります。 

④算定児童の年齢拡充 

経済的負担がある大学生年代（平成１４年４月２日以降生まれ）までの子をカウント 

⑤支給回数を年６回に変更 

　支払日は２月、４月、６月、８月、１０月、１２月の１日（１日が土・日・祝日にあ

たるときは直前の平日）となります。 

⑥支払通知書の送付廃止 

　児童手当・特例給付を支給する際、支払通知書の送付をもって振込のお知らせを行っ

ていましたが、令和 6 年 12 月支給分より廃止します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※申請書類の様式は「窓口で配布または町ホームページからダウンロードしてください。 

 

 

 

 ４．必要な手続き

 ５．提出書類

 
手続き①

「額改定請求書（様式第４号）」「監護相当・生計費の負担についての確

認書（様式第６号の９）」をご提出ください。

 
手続き②

「額改定請求書（様式第４号）」「別居監護申立書（様式第６号の２）」を

ご提出ください。

 ６．申請方法

 
窓口申請

住民課社会福祉係窓口に申請書類を用意しています。お子さんの住所登録が

町外にある場合、お子さんのマイナンバーが分かるものをお持ちください。

 
郵送申請

申請書類一式をお送りしますので役場住民課社会福祉係（０１６４－３３－

２１１１）までご連絡ください。

 お問い合わせ　〒078-2192　北海道雨竜郡秩父別町４１０１番地 

秩父別町役場　住民課社会福祉係　　池川 

電話　0164 ｰ 33 ｰ 2111   窓口時間 ８:３０～１７:１５

高校生年代（※１）の児童がいますか？ 

高校生年代の児童と

同居していますか？ 
３人以上 

子がいますか？

３人以上 

子がいますか？

大学生年代（※２）

の子がいますか？

下記手続き①を 

確認ください

下記手続き②を 

確認ください

手続きは 

不要です

手続きは 

不要です

大学生年代（※２）

の子がいますか？

下記手続き①を 

確認ください

手続きは 

不要です

手続きは 

不要です

※１　高校生年代：平成１８年４月２日 

～平成２１年４月１日生まれ 

※２　大学生年代：平成１４年４月２日 

～平成１８年４月１日生まれ

はい いいえ

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

※１　秩父別町に住民票がある高校生年代がいる世帯や第３子以降の児童がいる世帯、

特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合は、職権で増額とし、改定後の手当

を令和６年１２月に支給します。




